
 

 

パブリック・コメント（意見公募手続）の実施について 

 

パブリック・コメント（意見公募手続）とは 

行政に関する基本的な計画案等を策定する過程で、あらかじめ定めた期

間に広く区民等の意見を求めることにより、公正の確保、透明性の向上、

説明責任の明確化及び区政への区民参加の促進等を図ることを目的に実施

します。 

 

件  名 江戸川区子ども・子育て支援事業計画 (案) 

概  要  

平成 24年 8月に制定された「子ども・子育て支援法」

に基づき、子育て支援の充実を図る「子ども・子育

て支援事業計画（案）」を作成したので区民の意見を

募集します。  

公 募 期 間 平成27年1月20日(火)～平成27年2月2日(月) 

閲覧できる窓口 
子育て支援課計画係 

子ども家庭支援センター 

意 見 提 出 方 法 

持参、ホームページ、郵送（消印有効） 

意見に住所、氏名、電話、区内在住・在勤・在学の別

（その他の方は意見を提出する理由）を記載 

周 知 方 法 
広報えどがわ 1月20日号 

江戸川区 公式ホームページ 

意 見 の 公 表 後日、区の考えと合わせて公表 

 

第 3回子ども・子育て応援会議 

平成 26年 12月 12日 

江戸川区子ども家庭部 


